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子 育 て ・ 若 者 支 援 特 別 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日   令和７年１２月４日（木） 

２ 開 会 場 所   議会第３会議室 

３ 出 席 者   委 員 長 松 村 智 成    副委員長 木 村 佐知子 

  （１１人）   委  員 大 浦 美 鈴    委  員 吉 岡 誠 司 

          委  員 中 澤 史 夫    委  員 本 目 さ よ 

          委員(議長) 石 川 義 弘    委  員 松 尾 伸 子 

          委  員 中 嶋   恵    委  員 秋 間   洋 

          委  員 髙 森 喜美子 

 

４ 欠 席 者   委  員 村 上 浩一郎 

  （１人） 

 

５ 委員外議員 

  （０人） 

 

６ 出席理事者   区  長                  服 部 征 夫 

          副 区 長                  野 村 武 治 

          副 区 長                  梶   靖 彦 

          教 育 長                  佐 藤 徳 久 

          区民部長                  前 田 幹 生 

          子育て・若者支援課長            河 野 友 和 

          （仮称）北上野二丁目福祉施設整備担当課長  海 野 和 也 

          子ども家庭支援センター長          田 畑 俊 典 

          区民部副参事（児童相談所準備担当） 

                       （子ども家庭支援センター長 兼務） 

          障害福祉課長                井 上   健 

          健康部長                  水 田 渉 子 

          台東保健所長               （健康部長 兼務） 

          健康課長                  大 網 紀 恵 

          保健サービス課長              塚 田 正 和 

          教育委員会事務局次長            佐々木 洋 人 

          教育委員会事務局庶務課長          山 田 安 宏 

          教育委員会事務局教育施設担当課長      中 島 伸 也 
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          教育委員会事務局学務課長          仲 田 賢太郎 

          教育委員会事務局児童保育課長        村 松 有 希 

          教育委員会事務局放課後対策担当課長     別 府 芳 隆 

          教育委員会事務局指導課長          宮 脇   隆 

 

７ 議会事務局   事務局長      鈴 木 慎 也 

          事務局次長     櫻 井 敬 子 

          議事調査係長    吉 田 裕 麻 

          議会担当係長    女部田 孝 史 

          書  記      藤 村 ちひろ 

 

８ 案件 

 ◎審議調査事項 

  案件第１ 第 ８６号議案 東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準 

               に関する条例の一部を改正する条例 

  案件第２ 第 ８７号議案 東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関す 

               る条例の一部を改正する条例 

  案件第３ 第 ８８号議案 東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

               運営の基準に関する条例の一部を改正する条例 

  案件第４ 第 ９５号議案 東京都台東区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する 

               条例 

  案件第５ 第１０２号議案 東京都台東区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関 

               する条例の一部を改正する条例 

  案件第６ 子育て及び若者支援について 

 ◎理事者報告事項 

【区民部】 

  １．あずかりすくすくサポートの実施について 

                     ……………資料１ 子ども家庭支援センター長 

  ２．墨田区内都立児童相談所設置検討への対応について 

                     ……………………………資料２ 区民部副参事 

                               （児童相談所準備担当） 

【健康部】 

  １．コンビ株式会社との連携協定の締結について 

                     ………………………資料３ 保健サービス課長 

【教育委員会】 
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  １．乳児等通園支援事業の実施に向けた準備について 

                     ……………………………資料４ 児童保育課長 

  ２．柳橋二丁目における民設こどもクラブの開設について 

                     ……………………資料５ 放課後対策担当課長 

  ３．放課後子供教室の実施時間延長校の拡大について 

                     ……………………資料６ 放課後対策担当課長 
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          午前１０時００分開会 

○委員長（松村智成） ただいまから、子育て・若者支援特別委員会を開会いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、私から申し上げます。 

 村上委員は、本日欠席との届出がありました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、区長から挨拶があります。 

◎服部征夫 区長 おはようございます。よろしくお願いします。 

○委員長 よろしくお願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 本日は、卓上マイクのスイッチを必ず押してから、ご発言願います。 

 また、理事者発言席を設けましたので、よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、傍聴についておはかりいたします。 

 本日提出される傍聴願については、許可いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

 それでは、審議に入らせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、案件第１、第86号議案、東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び

運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 本案について、理事者の説明を求めます。 

 放課後対策担当課長。 

◎別府芳隆 放課後対策担当課長 それでは、第86号議案、東京都台東区放課後児童健全育成

事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 

 本案は、児童福祉法の改正に伴い、引用条文の整理を行うため提出するものでございます。 

 恐れ入りますが、新旧対照表をご覧ください。本条例第12条において、「第33条の10各号」

と引用している箇所を「第33条の10第１項各号」と改正いたします。 

 なお、条例で規定している内容自体に変更はございません。 

 表の下に記載の附則をご覧ください。本条例は、公布の日から施行いたします。 

 説明は以上です。本議案について、よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますようお

願い申し上げます。 

○委員長 それでは、本案について、ご審議願います。 

 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 この児童福祉法の改正による条例の改正、一部改正、これ、これから86、87、

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－5－ 

88と３本あるので、ちょっとまとめて私、同じ趣旨なので、しかも全てに通じることなので、

お伺いしたいというふうに思います。 

 まず、今度の児童福祉法の改正により、今回の条例改正を行うことになったわけですけれど

も、そもそもの児童福祉法の改正というのがなぜ行われたのか、ここについてお伺いしたいと

思います。 

○委員長 放課後対策担当課長。 

◎別府芳隆 放課後対策担当課長 お答えをいたします。 

 今回の条例改正に関連した児童福祉法の第33条の10に関わる部分でお答えをしますと、もと

もと児童養護施設等において既に職員による虐待等発生時の通報義務については仕組みが設け

られているところでございます。虐待対応のその後です、虐待対応の強化を目的として、保育

施設等での虐待通報義務の対象施設では事業の範囲を拡大するなどの取組が盛り込まれた改正

であると認識しています。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 非常に重いというか、重要な問題なんですね。 

 今回の法改正による子供に関わる従事者の職員の虐待通報の義務ですけれども、いわゆる専

ら保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等を行う等の支援を行う施設や

事業って、こういうふうにあるんですけれども、区内にこれは幾つそういう施設とか事業があ

るのかというのについて、それぞれの分野で違うと思うんですけれど、これを教えていただき

たいと。 

○委員長 放課後対策担当課長。 

◎別府芳隆 放課後対策担当課長 まず、放課後対策担当としての所管で、児童福祉法に基づ

いて今回の改正対象となる事業の数ですが、児童館が８館、それから、こどもクラブが28施設、

計36か所でございます。また、17校で既に実施しております放課後子供教室についてですが、

児童福祉法に基づく事業ではありませんが、他の施設と同様に、虐待通報の窓口を設置させて

いただいているところです。したがって、当担当では窓口が53事業ということになります。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 ほかのところはどうなんですか。 

○委員長 児童保育課長。 

◎村松有希 児童保育課長 今回の法改正で対象施設として、保育所が追加をされております。

保育所のうち改正法で所管行政庁が区とされている施設が、家庭的保育事業、小規模保育事業、

事業所内保育事業、合わせて18ございます。所管行政庁は東京都となっているものですけれど

も、認可保育所が47、認証７、認可外14、合わせて68施設がございます。 

○委員長 ほかの所管は。 

 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 こども園につきましてご答弁いたします。 
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 こども園につきましても所管行政庁は東京都でございますが、区内に５園ございます。 

◆秋間洋 委員 そのほかには。 

○委員長 そのほかはもうないですか。 

 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 指導課としましては、幼稚園10園、そして、こども園、石浜こども園が

１園ございます。以上です。 

○委員長 ほかは大丈夫ですか。よければ、ほかはなければ。 

 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 今回の児童福祉法の改正では、例えば母子施設等もなっているんだけれど、

児童の対象はそうかもしれないですけれど、もともとが児童虐待防止というか、そういうもの

に目的であれば、これは新たな追加にはならないということであります。 

 ただ、今言っただけで幾つになるんだ、11、36、47、ちょうどこれで100か、168、173です

よね、今の暗算だから間違っているかもしれないけれど、173、大変な数の施設、事業が今回

の対象になって、そこに従事する職員の数といったらすごいんじゃない、もう多分。この人た

ちに虐待通報の義務が課されたわけですよね、今回。 

 あともう一つ、今回の今は台東区の所管ですけれども、台東区内にある、ほかにも、昨日、

私も例に出しましたけれども、認可外の保育施設ですね、企業主導型保育も含めて、これも幾

つもあると思うんですが、まず、聞きたいのは、その認可外、企業主導型保育園、無認可の保

育所の職員というのは今回、虐待通報義務はどうなんですか。 

○委員長 児童保育課長。 

◎村松有希 児童保育課長 お答えいたします。 

 認可外保育施設についても今回の施設の対象でございます。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 あれ幾つあるんでしたか、区内に。 

○委員長 児童保育課長。 

◎村松有希 児童保育課長 認可外保育施設は区内に14施設ございます。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 14ですね。ということは、173に14足すと187か。 

○委員長 児童保育課長。 

◎村松有希 児童保育課長 先ほどご答弁申し上げた数字の中に、そちらの数字も含まれてお

ります。 

◆秋間洋 委員 入っているんだね。 

◎村松有希 児童保育課長 はい。 

◆秋間洋 委員 入っているんですか。 

○委員長 秋間委員でよろしいですか。 
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◆秋間洋 委員 ごめんなさいね、すみませんね、委員長、申し訳ない。 

○委員長 はい。 

◆秋間洋 委員 ちょっと感情が先走るものですから、大変な事件が起きているもので。 

 そういう点では、170以上の施設や事業というのに従事する職員が、今回そのような義務を

負うということなんです。 

 ただ、じゃあその方が、例えば自分の勤めているところとかで子供が虐待に遭っているとい

うふうに認識をしたと。だけれども、それを通報しづらい環境というのがあるんじゃないかと

思うんですが、ここについてはどうでしょうか。 

○委員長 放課後対策担当課長。 

◎別府芳隆 放課後対策担当課長 お答えをいたします。 

 児童福祉法の第33条の12第６項の規定でございますが、通報を行ったことを理由として解雇

を含めた不利益な取扱いをすることが禁止されてございます。また、区のホームページにおい

ても、通報は匿名でも受け付けるほか、秘密は厳守し、不利益の取扱いを受けることはないと

いうことを周知をさせていただいているところです。通報した方の個人情報等につきましても

適切に対応していく中で保護していくことになろうかと考えております。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 定められていてもね、全然実態は違うんですよ、それは。 

 例えば今回、昨日、私が一般質問で言った区内の認可外保育施設、これ企業主導型の保育で

すけれども、ここで起きている不適切保育、ＴＢＳの報道特集でなって衝撃を受けた方は多い

と思うんですよね。あんな言葉が毎日のように子供に浴びせられていたら、子供はおかしくな

る。私のところに通報というか、相談に来た方というのは、職員さんが、そのうち職員さんも

います。現役じゃないです。現役だったら恐らく言えなかっただろうと、通報できなかっただ

ろうと。 

 というのは、やはりどうやったって、職場でのいざこざ、あるいは辞めなければならなくな

るように追い込まれる。なので、その方は１年間いろいろもやもやあったと、子供が苦しんで

いる姿を見ているけれども、もやもやがあったと。だけれども、１年間我慢して、もういたた

まれなくなって辞めて、ようやく通報できた。いろいろな思いがあるので、私もその方の話、

聞きましたけれども、それだけでもできなかったんですね。 

 やはり辞めた後、しかし、実際に子供を預けている保護者が、子供が毎日もう行きたくない、

行きたくないと。親からすれば、駄々をこねているように聞こえるけれども、何でなのという

と、○○が怖い、○○が怖いというふうなこと。子供は言葉がしゃべれないんですよね。表現

できない。だから、この間のテレビ報道にもあったように、ここに録音機をつけて、そして、

それで証拠が挙がって、福岡と東京の例、東京は台東区の例ですけれど、なったわけじゃない

ですか。その保護者が、やはり元、辞めた、信頼を置ける方に、勤めていた方に相談して、や

っとこの場合、企業主導型なので、児童育成協会にやったと。だから、児童育成協会は何も、
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率直に言ったらまともな調査しないで、大丈夫だというふうにこの間もテレビに出ていました

けれども、やってしまったと。東京都もそれに絡んでいるんですよ。 

 そういう点では、幾らおかしいと思って、子供が虐待に遭っているんじゃないか、遭ってい

る、そういうふうに思っていても言えないんですよ。それはもう体験者が言っているわけで、

そういう点では、今定めはあると、不利益な処分を受けないと。昨日も公益通報でね、髙森委

員が言っていましたように、公益通報者に不利が与えられないようになっている。こんなもの、

書かれていたって何の役にも立たないですよ、担保がなければ。つまり、その方の経済的な、

あるいは社会的な身分をきちんと社会が保障するということまで書いていないわけだから、も

う精神だけ書いてあるだけですから、何の担保もない。だったら、これは率直に言ったら、全

く通報義務だけ課して、実際には通報できない状態は放置するという、そういうふうになりか

ねないわけですね。 

 もっとやはり制度的な保障というのをね、これについては何か踏み込んだものってあるんで

すか、不利益を生まないような、制度的な保障というのは。 

○委員長 放課後対策担当課長。 

◎別府芳隆 放課後対策担当課長 今、委員ご発言の制度的な保障ということですが、各、

我々放課後対策担当の部署でいいますと、制度といいますか、実際に職員が巡回をしていく中

で、事業者、我々でいいますと民間の事業者、あるいは社会福祉事業団となりますが、事業者

の職員とコミュニケーションを取る中で、信頼関係を醸成して、そういった情報を、心理的安

全性といいますか、情報提供しやすいような環境を築く中で、この虐待の制度の運用をしてま

いりたいと思っていますので、制度的というところのお答えになるかどうかは分かりませんが、

そういった関係の中で、この制度を運用していきたいと思っております。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 今の課長の答弁すごく大事でね、私はそこに本質があると思うんですよ。つ

まり、一番大事なのは今、区役所でできる、東京都は東京都でしっかりやってもらわなければ

いけない。台東区でできる、その巡回指導体制ですね、それが現場、保育に従事している、も

うほとんどが民間になってしまいましたけれども、そういう人たちとのコミュニケーションを

深めて、その従事している人たちと、率直に言ったら心が通じ合う、ここが土台になっている

ということは一番安定しますよね、それは。そこのところは本当にそのとおりだし、今の答弁

はすごくいい答弁だなと思うんですね。 

 それでは、じゃあ今、巡回指導の体制がどうなっているかという問題ですけれども、この間、

強化してきましたよ。私も児童保育課、あるいは教育委員会の庶務課、あるいはね、知らなか

ったのは、私は学務と放課後担当にもそういう部署があるというか、そういう任務を帯びてや

っている職員がいるということは今回知りましたけれども、そこのところが本当に十分な体制

を取れているのかというね、この問題というのがあるわけですけれども、現在、先ほど170以

上ある、そういうところ、その中には認可外で台東区が手を出せないみたいなところもあるの
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かもしれないけれど、巡回指導という点では、全て170幾つ、これ認可外であっても巡回指導

できるんだから、これについては、そういう関係を築けるようなね、今、課長が答弁されたよ

うな関係が築けるような体制になっているのかと。これについてはどうですか。 

○委員長 放課後対策担当課長。 

◎別府芳隆 放課後対策担当課長 まずは放課後対策担当の部分でお答えをさせていただきま

すと、保育の質の向上を図るために、今年度から巡回の担当職員を１名増員をしております。

２名体制になったことで、実際に巡回の頻度が増えたこと、また、事前予告なく訪問するなど

のこともあって、不適切な保育等の未然防止には努めているところでございます。 

 また、その中で、巡回のほかにも我々、放課後対策担当の職員が打合せ、会議等の場で職員

とコミュニケーション取る中で、先ほど申し上げた信頼関係等は図っているところでございま

す。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 ほかの児童保育課。 

○委員長 児童保育課長。 

◎村松有希 児童保育課長 児童保育課では、巡回指導といたしまして、職員５名を配置いた

しまして、園長経験等もある保育士による全園の巡回を年２回実施しております。 

 ただ、この全園には先ほど秋間委員からご指摘のありました認可外保育所は含まれておりま

せんが、東京都の巡回指導にこちらの職員が同行する機会をいただくなどして、園の状況の把

握には努めておりまして、相談や通報をちゅうちょなく行うことができるように、各園と顔が

見える関係性の構築に努めているところでございます。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 こども園におきましても、定期ではございませんが、施設にはなる

べく顔を出すようにしてございます。また、それに加えて、例えば都による指導監査には同席

をしまして、指摘事項を共有するですとか、あるいは客観的にサービスが提供できているかと

いうところで第三者評価を実施しまして、公表しているというところでございます。それ以外

にも庁内で必要な専門の部署と連携をしながら、施設に伝達をし、また、個々の何か大きな案

件があったときは職員自らが確認をするというようなことをしてございますので、ご質問のそ

の人間関係が築けているかという部分については、対応ができているものと認識してございま

す。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 指導課においても、幼稚園、こども園、先ほど申しましたところについ

ては、指導課訪問ということで、隔年で行っておりますけれども、それ以外に教育支援課のほ

うでもちいさな芽の訪問ということで、そちらも含めますと毎年幼稚園の様子ということは確

認をさせていただいております。 

 また、担当の指導主事ということで、定期的に訪問をして、職員の様子等も確認しながら、
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指導・助言を行っておりますので、そういった対応をしております。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 この間、区も特に六、七年前から保育課中心に、巡回の大事さというのを認

識して体制強化されているということは、係長もたしか１人から２人にしているし、それは私

も認識はしているんですね。だけれど、先ほど言った170幾つ、その中の14は除いたとしても

ね、認可外の、除いたとしても、やはり今の２人、１人、４人ですか、これで回れるはずがな

いですよ、これ。コミュニケーション取って、信頼関係を得て、まさにその職員が子供の虐待

を見て、非常に心痛めている人とコミュニケーションが取れるところまでの仲にいけるはずが

ないですよ。ないって言っちゃいけない、頑張っているから評価はしつつ、そういう点では、

やはり私はもっともっと巡回の体制を強化すべきであると、指導体制というかな、監査、回れ

る体制、人数も増やすべきだというふうに思います。 

 最後ですけれど、その今回、私に例の問題を言ってくれた方が言ったのは、行政を信頼でき

ないんだと。それは児童育成協会と東京都に対する、やはり不信ですよ。今だって、まだこの

現瞬間だって虐待されている可能性があるところがそのままになっているわけだから。現役の

時代に自分がじゃあ、勇気を出してやったとしても、本当に報われるのかといったときに、例

えばビデオ、テープとかいうのをそこの園に、今回その職員の通報義務と併せてですよ、園は

そういうものがあったときにはそれを提出しなければいけない強制力というかね、を持たせる

とか、何かしらなければ、自分だけが言ったことによって不利益を受けて、そのまま園は続い

てしまう。役所は自分の訴えというのを聞いてはくれるけれども、しかし、実際にそこの園か

らのいろいろな証拠を出させて、通報者の味方になってくれないというふうな現実を体感した

人だからね、その勇気を出して通報しても報われるかどうかということをすごく疑問に今でも

思っています。 

 ですから、そういうものを乗り越えていくというのは、本当に基本は先ほど課長が言ったよ

うに、台東区が信頼関係をそういう現場と培って、そういう通報がしやすいような、ちょっと

でも気がついたところがあったら、その方が不利にならないように、きちんとした対応をして

いく、あるいは私は制度的な保障が必要だと思いますけれど、そういうのをやっていくという

ふうなところでのね、やはり信頼関係を本当に醸成させるような、そういう巡回体制を今の倍、

３倍と取らなければ、これだけ民間に保育を委託して、あるいは様々な事業がどんどん加わっ

て、もう訳が分からないぐらいの事業があるじゃないですか。そこにきちんとそういう安心感

を従事している人に、虐待通報しても大丈夫なんだという、そういうものを台東区が与えられ

るかどうかというのは物すごく大事な時期に今、来ていると思います。 

 本当に私、そういう点では、今回の条例改正は全部、当然賛成しますけれども、これは文言

だけ書いても駄目ということだけは言っておきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長 ほかに。 

 髙森委員。 
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◆髙森喜美子 委員 今の秋間委員の話は重要だと、私も思います。 

 秋間さんが今言ったのは、通報できる環境にそれぞれの組織があるのかどうなのかという最

初の疑問だったんだろうと思うんですね。それで、今は区の職員が巡回をして、それをキャッ

チするという話に今なっているんだけれど、むしろそうじゃなくて、通報するのが当たり前な

んだと。子供は虐待されて日々つらい目に遭っているわけじゃないですか。それを見逃すなん

ていうのは、もう人としてあり得ない、そういう感覚をやはりみんなで持つこと、それなしに

はこういう隠しておくのがよいことなどという全く逆のことになっているということ自体が、

これはもう許されないですよ、子供を預かる組織として。 

 なので、今回この条例改正を機に、皆さん一人一人がそうした通報をすることが社会正義な

んだと、当たり前なんだというふうに思っていただけるような、そういうインフォメーション

をしてほしいですよ。そうしなかったらば、幾ら職員が何十人増やしたところで、それは解決

できないんだろうと思います。そういう感覚というのがこの条例を定める、その法改正をした

趣旨なんだろうと思うんですね。そこを言わずに、結局条例の文言だけを、条例の条文だけを

変えても意味がないわけで、そこは徹底してインフォメーションしてほしいと。虐待なんてい

うのは見逃すというのはあり得ないんだという、通報するのが当たり前なんだと、通報したほ

うはしっかりと受け止めますよと、そこを言ってほしいんですよね。 

 だからこそ、予測できない事態に対する、そうした区側の体制の在り方というものをどうし

たらいいのかというのが私の昨日の一般質問なんであって、ぜひ現実の組織の中で、しっかり

とそうした認識の共有ができるようにやっていってもらいたいとお願いして、終わります。条

例については賛成。 

◆秋間洋 委員 委員長、ごめんなさい、１点だけいいですか。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 先ほどね、１点だけ、私が言ったのは、実はこの４歳児、女児の虐待死があ

りましたよね。これで検証されているわけですね。ちょうど検証から１年たちますけれども、

このときに保育施設に所属し、これ、あれですよ、子ども家庭支援センターの総括というかね、

ところで言っているのは、保育施設に所属し、預けられているときは安全確認ができており、

本児にとって安心である、保育施設に伝えていたことは、登園していれば安心であると保育施

設が先入観を持つことにつながりというのがあるね。そういう点では、今までは子家センで要

保護児童としての対象になって、虐待の疑いとか、家庭でいろいろな問題があるなとなっても、

保育所に毎日通園していれば保育されているんだという、そういう先入観・安心感みたいなも

のが、先入観としてあったと言っているんですよ、これ。 

 今回の法改正とは全く違う事態がずっと蓄積されておっているからこういう通報の虐待の、

先ほど課長が一番最初に答弁してくれたようなことがあるわけで、だから、そういう点では、

今、髙森さん、そういうふうに言うし、それはもっとも、私も賛同しますけれど、しかし、精

神論じゃいかないんですよ、これ。認識を大きく変えて、まさか保育所でそんなことが起きて
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いるというのが起きちゃっているわけだから、これは保育の市場化がでかいですよ、物すごく、

基本的に、経済、それはそうよ、ここまで保育が利益の対象になるような社会にしてしまった、

これは最大の問題ですよ。だけれども、やはり精神論じゃいかないということだけは、私は申

し上げておきたいというふうに思います。以上です。 

○委員長 松尾委員。 

◆松尾伸子 委員 両委員がおっしゃったこと、本当に私も同じ思いです。 

 一番忘れちゃいけないことは、やはり命を預かっているという、お子さんを健全に育んでい

かなければいけないというその機関で、そういう命を脅かすような、心を壊すような、そうい

う事態が起こっているということに対して、やはりお子さんを守ろうとする人をしっかりと守

っていただきたいなという、そういう思いでいっぱいでございますので、今回のこの議案に関

しても、本当に賛成をしたいというふうに思っております。 

○委員長 吉岡委員、大丈夫ですか、いいですね。 

 じゃあ、木村副委員長。 

◆木村佐知子 副委員長 これまでの皆さんの議論を聞きまして、私も強く共感いたしました。 

 実際、私も一議員として、そういった、私も一般質問で公益通報のことをやったことなども

あって、ご相談を受けることがあるんですね。実際にそういった、自分は働いていて、そうい

うちょっとこれはどうなんだと思うことがあって、ただ、どこに相談したらいいか分からない

と。実際、皆さんも議員としてそういう相談を受けることはおありになるんだと思います。 

 それで、私はそういうのはちゃんと受け止めますけれども、じゃあそれを議員じゃない人が、

正規のというんですかね、どこに通報したらよろしいのかということで、昨日、髙森委員の一

般質問などもその問題意識があったと思ったんですけれど、私が昨年、一般質問した、失礼し

ました、決算かな、総括質問で、そういった窓口をちゃんと整備してホームページに書いてく

ださいというようなこともお伝えしたりしたんですが、なかなかそういうのでは実際に、じゃ

あその不適切保育を見聞きしたとして、それをどこに通報するのかと。多分保育園だったら児

童保育課とかになるんだと思うんですけれども、先ほど秋間委員がおっしゃったような、ちゃ

んと役所に言って対応してくれるのかしらというような不安とかもあると思います。 

 その後、どういうフローで、どういう調査とかが行われて、どんなペナルティが与えられる

のかとか、そういったことについても結構現場任せのところがあると思っていまして、その辺

に対する信頼というのも、もう少しそういったフローの確立みたいなことも含めて対応してい

ったほうがいいのかなと思っております。だから、ホームページに窓口はここですって書くだ

けでは、私はそれで窓口を整備しているというにはなかなかちょっと不案内なところがあるん

じゃないのかなというふうに考えております。 

 言いたいことは、皆さんおっしゃることはそのとおりで、虐待を見聞きしたら通報するのが

当たり前だし、皆さんもそうしたいと思っていらっしゃるんですけれども、とにかく通報窓口

が分からないし、通報者としてもどうなるか分からないという不安感、これが非常に皆さん大
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きいところだと思うので、そういった悩みに絞った対応をしていただきたいなと。 

 今も課長を含めて、現場は真摯に対応してくださっていると思っているんですが、逆にそう

いったフローが、何ですか、現場任せというか、課長とか係長さんの裁量に任されてしまって

いる部分が多くて、課長とか係長に余裕があれば対応もできるけれども、なかなか限られたマ

ンパワーで丁寧なヒアリングをしたりとか、巡回を一緒にしたりとかもあると思うんですけれ

ど、難しい現状もあると思うんですね。ですので、それはできていますっておっしゃると思う

んですけれども、足りない部分は受け止めた上で、今後の対応を考えていっていただきたいと

要望いたします。以上です。 

○委員長 議案についてはよろしいですね。 

◆木村佐知子 副委員長 議案については賛成いたします。 

○委員長 以上でよろしいですね。 

          （発言する者なし） 

○委員長 これより採決いたします。 

 本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第２、第87号議案、東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基

準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 本案について、理事者の説明を求めます。 

 児童保育課長。 

◎村松有希 児童保育課長 それでは、第87号議案、東京都台東区家庭的保育事業等の設備及

び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 本案は、国が定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、利用乳幼

児の健康診断に関し、規定の整備を図る等のため提出するものです。 

 恐れ入りますが、新旧対照表をご覧ください。第12条は、先ほどの第86号議案と同様、児童

福祉法の改正に伴い、引用条文を整理するものでございます。 

 続きまして、第17条第２項をご覧ください。母子保健法第12条または第13条に規定する健康

診査が行われた場合に、その内容が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断、定期の健康診

断、または臨時の健康診断の全部または一部に相当すると認められるときは、当該健康診断の

全部または一部を行わないことができることとします。 

 なお、家庭的保育事業者等は、保護者の同意を得た上で、健康診査の結果を把握する必要が

あります。 

 附則をご覧ください。本条例の施行日は、公布の日からとしています。 
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 ご説明は以上です。本議案につきまして、よろしくご審議の上、原案どおりご決定いただき

ますようお願い申し上げます。 

○委員長 それでは、本案について、ご審議願います。よろしいですね、・・・先ほど・・・。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 これより採決いたします。 

 本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第３、第88号議案、東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 本案について、理事者の説明を求めます。 

 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 それでは、第88号議案、東京都台東区特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 

 本条例も法改正に伴い、引用条文の整理を行うものでございます。 

 恐れ入ります、新旧対照表をご覧ください。本条例の第25条におきまして、これまで幼稚園、

認定こども園の虐待の定義を児童福祉法から引用をしておりました。これが幼保連携型認定こ

ども園については認定こども園法の改正により、虐待の定義が第27条の２第１項に新設をされ

たこと、また、幼稚園においては学校教育法が改正され、虐待の定義が28条の第２項において

認定こども園法の定義を準用するとされたことに伴いまして、虐待の定義には変更ございませ

んが、引用条文を改めるものでございます。 

 また、第４条と第37条は見出しの削除、第43条は文言の整理でございます。 

 次に、附則でございますが、施行日は公布の日からといたします。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定いただきますようお願い

申し上げます。 

○委員長 それでは、本案について、ご審議願います。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 なし、はい。 

 これより採決いたします。 

 本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第４、第95号議案、東京都台東区特定乳児等通園支援事業の運営の基準

に関する条例及び案件第５、第102号議案、東京都台東区乳児等通園支援事業の設備及び運営

の基準に関する条例の一部を改正する条例の２議案は関連する案件でありますので、一括して

議題といたします。 

 また、本案は、理事者報告事項、教育委員会の１番、乳児等通園支援事業の実施に向けた準

備についてが関連いたしますので、説明と一括して報告を聴取し、審議を行いたいと思います

が、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

 それでは、第95号議案、第102号議案及び報告事項について、理事者の説明を求めます。 

 児童保育課長。 

◎村松有希 児童保育課長 それでは、議案及び報告事項について、一括してご説明いたしま

す。 

 初めに、資料４をご覧ください。乳児等通園支援事業の実施に向けた準備についてです。 

 項番１、実施予定施設の認可についてです。事業の実施希望を民間保育所等に確認した結果、

記載のとおり、全合計15施設が希望したため、今後認可手続を進めてまいります。 

 なお、（１）認可保育所のうち東上野乳児保育園については公立施設のため、認可は不要で

すが、東京都台東区立保育所条例の改正を今後予定しています。 

 続いて、項番２、条例の整備についてです。（１）東京都台東区乳児等通園支援事業の設備

及び運営の基準に関する条例（認可基準条例）です。国の基準の改正に伴い、本条例において

も所要の改正を行います。 

 （２）東京都台東区特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例（確認基準条例）で

す。本条例は、認可を受けた事業者について、給付費の支給対象として適切であるかを区が確

認するため、利用定員その他の運営に関する基準を条例により定めるものです。 

 なお、区の条例で定める基準は、国の特定乳児等通園支援事業の運営の基準のとおりとしま

す。 

 恐れ入りますが、次のページをご覧ください。項番３、市町村子ども・子育て支援事業計画

の代用計画策定についてです。（１）策定の経緯です。国の基本指針が改正され、市町村計画

の必須記載事項として、記載の２点が追加されました。こちらを簡単にご説明いたしますと、

①は、乳児等通園支援事業の利用者数や必要定員数の見込みを数値で算出した上で、必要定員

の確保方策を定めるもの、②は、乳児等通園支援事業が満３歳以上を対象としていないことを

踏まえ、乳児等通園支援事業所と教育・保育施設との連携、接続に関する推進方策を定めるも

のです。 

 （２）区の対応です。①は、台東区次世代育成支援計画（第３期）において既に定めている

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－16－ 

ため、②について、代用計画を新たに策定したいと考えております。 

 記載の代用計画案をご覧ください。１つ目の丸では、区内の教育・保育施設と連携し、乳児

等通園支援事業利用終了後のニーズも含めた適切な提供体制を維持することや、事業者間の情

報共有を支援することを上げています。 

 ２つ目の丸では、未就園児対象の催しにより、利用を体験する機会を提供するほか、満３歳

以上も利用可能な施設の適切な案内により、円滑な移行を支援することを上げています。 

 最後に、項番４、今後の予定です。今月と来年１月に開催する次世代育成支援地域協議会に

て意見聴取をした上で、３月に代用計画の策定と事業所の認可を予定しています。また、条例

の施行日は、ともに来年４月１日を予定しています。 

 報告事項のご説明は以上です。 

 続きまして、第95号議案についてご説明いたします。 

 本案は、子ども・子育て支援法の改正に伴い、特定乳児等通園支援事業の運営の基準を定め

るため提出するものです。 

 本条例案については、先ほど報告事項でご説明したとおり、国の基準に沿ったもので、また、

内容に関しましては特定教育・保育施設及び特定地域保育事業の運営の基準を定める区の条例

とおおむね同様の基準となっています。 

 続きまして、第102号議案についてご説明いたします。 

 本案は、国の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の改正を

行うため提出するものです。 

 改正内容につきましては、資料４の３ページ以降に記載の新旧対照表をご覧ください。 

 長くなりましたが、ご説明は以上となります。よろしくご審議の上、原案どおりご決定くだ

さいますようお願い申し上げます。 

○委員長 それでは、第95号議案、第102号議案及び報告事項について、ご審議願います。 

 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 報告事項ですけれども、11月20日の台東区のホームページ、これ１月の入園

可能人数ですね、これを見ますと、今回実施を希望した７施設、７施設は認可ですね、あと７、

９、15か、合計で15施設、事業ですね。これを見ますと、いわゆる２歳児までの入園可能数と

いうのは、余裕、これ８人なんだよね、この時点で。これって余裕活用型だから、そこにじゃ

あ８が全部余裕活用できるのかというのもまた別の問題としたら、少なくとも先ほどありまし

た、この見込みの数を出しているだけで、全く追いつかないんじゃないですか、そういう点で

は。ニーズに応えることができるんですか。 

○委員長 児童保育課長。 

◎村松有希 児童保育課長 余裕活用型における実施では、委員ご指摘のとおり、年度当初か

ら年度末にかけて空き定員が減少していく傾向にございます。正確な定員の予測につきまして

は、来年４月の入所調整が進まないと正確な数字は出てこないところではございますが、近年
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の入所実績を踏まえますと、空き定員が発生しない園も出てくるというふうには見込んでおり

ます。 

 現時点では実際のニーズが予測できないことから、今のニーズ、予測では、全ての方が全部

の時間を使うという想定で計画を立てておりますが、事業が始まりまして、実際のニーズを把

握しながら、その辺り慎重に見極めていきたいというふうに考えております。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 私はね、とても足りないんじゃないかなというふうに思います。しかもこれ

の、今ここに出ている、ホームページに出ている数が受入れ人数じゃないですから、そういう

点ではね、しかもじゃあ年度当初はあっても、このまま11月、12月になるとぐっと少なくなる

というんであったら、ニーズが季節によって変動するわけじゃないんだから、これ、率直に言

って。 

 だからね、そういう点では余裕活用型、別に私はもともとあまりこれ推奨していませんから、

だけれど、どうなのかなという点があるのと、あと、区立園を逆に見ると、16空いているんで

すよ、これ、ホームページを見るとね。そうすると、ちょっと一部に偏っているというのはあ

るんだけれど、実は。でも、そうなったときに、やはり本当に誰でも通園制度というのをこの

地域で保育を支えていくというかね、そのような新たな保育の形に本当に移行していくという

のであれば、やはり区立園を含めて考えていくべきではないのかと思うんですが、その辺はい

かがですか。 

○委員長 児童保育課長。 

◎村松有希 児童保育課長 今回の私立園の活用に当たりましては、今回の事業利用を通じて

園の魅力ですとか、保育内容を知っていただく機会になるなど、私立園の運営への効果が期待

されることから、区立園ではなく私立園での導入を優先することとしたものでございます。委

員おっしゃるとおり、ニーズを把握しながら、今後区立園での実施ですとか、また、余裕活用

型ではなく一般型という手法もございますので、そういった様々な手法について、慎重に検討

してまいりたいというふうに考えてございます。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 一般型に、それしかないんだと思うんですけれど、もうこれは民間しかない

んだということではなくて、先ほどの例えば東上野乳児を入れて、ここは区立のものだから、

そこで３人いるんですよ。だから、８分の３、８人受入れ可能なところの３つは区立の東乳児

なので、これはだったら康保会だから、そういうふうにあれの対象にしていく、だから、もう

民営ありきじゃなくて、やはり地域で子育てを支えるというのであれば、これはやはりきちん

と区立園もこれを一端を担うべきだと。 

 あと、これからその余裕活用型でだけじゃなくてするというんであれば、保育の質ですね、

これを改めて、今回はきちんと認可並みを担保していますよ、今回、決まりはね。だけれども、

じゃあ一般利用型というのかな、こういうのにしたときに、改めてそこをチェックしていかな
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ければいけない問題というのは出てくるということだけ申し上げておきたいと思います。以上

です。賛成です、賛成。 

○委員長 賛成、よろしいですか。 

 ほか、よろしいですね。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 これより採決いたします。第95号議案及び第102号議案の２議案について、一括し

て採決いたします。 

 本案については、いずれも原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、本案についてはいずれも原案どおり決定いたしました。 

 なお、報告事項についても、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第６、子育て及び若者支援についてを議題といたします。 

 本件について、理事者から報告がありますので、ご聴取願います。 

 初めに、あずかりすくすくサポートの実施について、子ども家庭支援センター長、報告願い

ます。 

 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 それでは、区民部の１、あずかりすくすくサポート

の実施についてご説明いたします。資料１をご覧ください。 

 項番１、概要です。本区では、現在複数の一時預かり事業を実施しておりますが、区民の利

便性向上を図るため、そのうち、いっとき保育、一時保育、休日・年末一時保育の３つの事業

を統合し、令和８年４月より、あずかりすくすくサポートとして実施いたします。 

 項番２、統合後の事業概要をご覧ください。対象児童は原則、区内在住の１歳から小学校就

学前までの児童とし、利用要件は問いません。実施施設は資料記載のとおり、現在いっとき保

育、一時保育を実施している７か所となります。 

 利用日時は原則、月曜日から土曜日の午前９時から午後５時までとなりますが、谷中子ども

家庭支援センター及びほうらい子育てサポートセンターは日曜日・祝日、年末の利用も可能と

しております。利用限度は、児童１人につき、月12回までとし、利用料金は１時間300円、保

護者の死亡・出産、就労・通院等の理由による利用は１時間150円としております。なお、別

途昼食代として250円、おやつ代50円が必要となります。 

 予約受付は、利用する前月の１日から利用日の前日12時までとしますが、保護者の死亡・出

産等による利用は、利用する３か月前の１日から利用日の前日12時まで。就労・通院等の理由

による利用は、利用する前々月の15日から21日に優先受付を行います。なお、就労・通院等の

理由による優先受付は抽せんとなります。 
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 予約方法は原則、電子申請としますが、保護者の死亡・出産等による利用の予約は電話また

は窓口となります。 

 なお、資料２ページ目には、参考として本事業の詳細を表にまとめておりますので、後ほど

ご確認ください。 

 続きまして、項番３、今後の予定をご覧ください。本日の委員会報告後、区民周知を開始い

たしまして、４月１日の利用開始に向けて資料記載のとおり、順次予約を開始いたします。 

 説明は以上となります。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 では、まずは、本目委員。 

◆本目さよ 委員 分かりづらくて、いろいろな事業があって、どこへ預ければいいのか分か

らなかったのが、ようやくまとまってきたなというところに関しては評価したいと思います。 

 幾つか確認したいのが、これまで認可保育園の保育士のみ、基本認可保育園等が保育士のみ

が対象になっていた。国や東京都の処遇改善、キャリアアップ研修とか何かその辺のプラスさ

れる保育士の処遇改善について、住宅補助とかだったりして、そういったところに関して、今

回の統合によって、いっとき保育を担う事業者も支援対象になるんでしょうか。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 今、委員からご質問ありました、そういった制度に

つきましては、委託事業者に対しては適用となりません。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 いっとき保育の現場からは、やはり土日とか年末年始、やってくれるとは

いえ、そこで働いてくれる保育士をそもそも確保することは結構難易度が高かったりとか、あ

とは同じ保育資格を持っているんだったら、じゃあ認可に行ったほうが住宅補助も、私立の認

可とかだったら住宅補助も出るし、処遇改善もあるしということで、そこの処遇の差、待遇の

差みたいなところで、なかなか雇いづらいんじゃないかなと。雇いづらいとどうなるかという

と、保育の質の低下みたいなところにつながるんじゃというところがすごく気になっています。

利用者向けにはサービス統合されたけれど、裏の事業者のところでは差があるみたいなところ

が、やはり引き続き気になっているので、この辺の差についてはぜひ今後ちゃんと検討してい

ただきたいなというふうに思います。 

 あと、もう一つ、支払い方法について、これね、一時保育とかは、あと、いっとき保育、事

業者によってはまだまだ昔ながらの三連紙というんですか、紙が送られてきて、銀行で３時ま

でに払うか、もしくは区役所で５時15分までに払うかみたいなのしかできなかったと思うんで

すけれど、これが何か変わる、キャッシュレスとかね、変わる予定はあるんでしょうか。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 支払いにつきましては、現行と変わらないやり方で

まずは始めさせていただきたいと考えております。 
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○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 まずはということなんですけれど、そのうち変わるの。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 時代の流れとしてキャッシュレスという動きはある

かと思います。そちらについても現在、検討はしているところですけれども、いろいろと課題

もございますので、そういったところを検討していきたいと考えております。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 できればね、できればというか、あまりに特に子育て世代、忙しいし、キ

ャッシュレスにも慣れているしというところで、さすがにこれ、このままというのはちょっと

なというところがあります。ぜひ早急に検討していただきたいなと。 

 例えば教育委員会のほうでやっていたＥＳＳとかね、Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｕｍｍｅｒ Ｓｃ

ｈｏｏｌの支払いとかはＱＲコードとかで読み込んでできるようにしてくれ、１回でワン往復

増えるけれども、ＬｏＧｏフォームで申し込むと支払いができるよとか、そういうのもやって

いただいていることですし、その辺ね、やはり特に就労とかで使う人がわざわざ、じゃあ区役

所に来なければいけない、５時15分までに、開庁時間長いときもありますけれど、そういった

ときだったりとか、あと銀行は３時までとか、いつ行くんだというところがありますので、ぜ

ひそこは早急に。保護者から伺っている話だと、せめて振込でもいいから、オンラインの銀行

振込ができれば、自分の銀行の振込先があって、そこに金額幾ら振り込んでくれとかができれ

ばと、課題があるとは思うんですけれども、ぜひ何かしらの方法で簡易化というか、キャッシ

ュレス決済の導入を進めていただきたいなと、これは強く要望しておきます。 

○委員長 要望で。 

 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 私この報告を見て、率直に言うと、ぽかんとしちゃったんですよ、実はね。 

 というのは、一時保育といっとき保育が一緒になるというのが、どうも全くイメージが湧か

なかったと。率直に言うと、どこか買物に行きたいからいっとき保育、だけれど、もう絶対に

職場に行かなければいけないから一時保育というね、やはり待機児童があふれ返ってしまった

あの時代の一時保育というのは、本来であればもう保育認定とは言わない、保育の必要度、物

すごく高い人が命綱のように使ったのが一時保育なんですよ。12時間だったかな、12日か。あ

と、いっときができてから、それ８日か何か、組み合わせながら、もう何とか職場に行けるよ

うな苦肉の策をしていた。つまり、これが一時保育の歴史的な役割が終わったのかなというね、

そういう感じをちょっとしてしまいました。 

 ただ、問題は、やはり保育の必要性がある一時保育と、あるいは休日、年末、一時も含めて

ですけれども、とあと、保育の必要性のないいっとき保育、これを一緒の事業にすることで、

保育の切実な必要性のある就労のケースですけれども、こういう方たちが利用できなくなるこ

とは絶対ないのかというところだけ確認しておかなければいけないと。予約受付を前倒しにし
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て優先する程度で、それ大丈夫なのかということについてはいかがでしょうか。 

○委員長 子ども家庭支援センター長。 

◎田畑俊典 子ども家庭支援センター長 まず、令和６年度における既存のいっとき保育と一

時保育の利用率のところからお答え、ご説明をさせていただきますと、いっとき保育の利用率

は48.5％、一時保育の利用率は81.4％となっておりまして、７施設全ての利用枠が埋まった日

も１日もございませんでした。そういったこれまでどおりの利用実績であれば、委員懸念の事

態にはならないものと、まず認識はしております。 

 また、施設の選択肢が今回増えることや、予約方法が電子申請となり利便性が向上すること

から利用増も見込んでおりますが、１日当たりの利用枠を今年度と比較しまして４枠増加する

予定となっておりまして、資料でご説明したとおり、予約の優先受付も行ってまいりますので、

保育の必要性のある方についてもこれまでどおり利用できるものと認識をしております。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 現状がそのような数字で明確に出ているんであれば。ただ、これは率直に言

うと、現状って物すごく変わるわけですよ。待機児童ゼロが今３年か、続いておりますよね。

ただ、隠れ待機児童の問題は私いつも言っているけれども、そんなに余裕があると私は思って

いません。 

 あと、今度の４月入園は結構な数だというふうにも聞いています。そうなったとき、待機児

童がじゃあ来年の４月１日に出ないかといったら、そんなこと誰も約束できない。そのような

中で、じゃあ今４枠増やした、これは必要だし、いいことだと思うんですが、というのはね、

やはり保育の必要性、就労のために必要だという方たちが絶対にこれからはみ出てしまうよう

なことだけはないようにということだけは、くぎを刺しておきたいというふうに思います。以

上です。 

○委員長 ほかはございませんか。 

          （発言する者なし） 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、墨田区内都立児童相談所設置検討への対応について、区民部副参事、報告願

います。 

 区民部副参事。 

◎田畑俊典 区民部副参事 それでは、区民部の２、墨田区内都立児童相談所設置検討への対

応についてご説明いたします。資料２をご覧ください。 

 項番１、特別区におけるこれまでの主な経緯をご覧ください。平成28年に児童福祉法が改正

され、特別区においても児童相談所設置が可能となり、令和２年に世田谷区、江戸川区、荒川

区の３区で区児童相談所を設置したのを皮切りに、その後、令和６年度までにさらに５区が区

児童相談所を設置し、令和６年の品川区、令和７年の文京区を合わせて現在10区が区児童相談
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所を開設しております。 

 一方、令和６年には大田区や練馬区、目黒区において都児童相談所設置に関する動きが出て

きており、令和７年にもこれまでの区児童相談所を開設する予定だった江東区が方針を変更し

たことに加え、墨田区が東京都に墨田区内への児童相談所開設を要望してきております。 

 続きまして、項番２、概要をご覧ください。令和７年９月24日付文書において、東京都知事

から台東区長宛てに、東京都は墨田区からの要望を受け、令和９年度を目途に墨田区内のすみ

だ保健子育て総合センター内に都立児童相談所を新設することについて検討を進めること及び

新たな児童相談所の管轄地域については、人口規模等を考慮し、墨田区と台東区の２区とする

方向で検討を進めることとし、今後設置に向け、協力をお願いしたいこと、以上の２点の情報

提供がありました。 

 項番３、それを受けての本区の対応をご覧ください。現在、本区を管轄する新宿の都児童相

談センターよりも距離が近くなることにより、児童相談体制の連携強化が見込まれるため、管

轄地域を墨田区・台東区とする新たな都児童相談所設置について、東京都、墨田区と協議を進

めてまいります。 

 なお、区立児童相談所の設置検討につきましては、東京都、墨田区との協議結果を得るまで

休止とし、新たな都立児童相談所の設置に向けた検討に注力してまいります。 

 項番４、今後の予定をご覧ください。令和９年に墨田区内に新たな都立児童相談所を開設予

定となっております。 

 説明は以上となります。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 では、まず、中嶋委員。 

◆中嶋恵 委員 墨田区内に都立児童相談所の設置を検討いただけるということで、新宿より

は近くなりますし、台東区の協力依頼ということで、大変よい取組だと思います。 

 ただ、一方で、事前に何も相談なく、いきなり都から台東区に協力をお願いしたいというこ

とを都知事からあったように見受けられるんですけれども、本来であれば例えばなんですけれ

ども、墨田区に造るとか、台東区に造るとか、墨田区がうちに造りたいから台東区さん協力し

てくださいとか、そういった議論を進めていくべきなのではないかと思ったんですけれども、

協力依頼とか何か事前に聞いたりはしていらっしゃいましたでしょうか。 

○委員長 区民部副参事。 

◎田畑俊典 区民部副参事 まず、こちらにつきましては、墨田区が東京都に墨田区内に児童

相談所の設置を要望したというところが始まっておりますので、台東区内への設置の協議とい

うのは、まずございません。そちらがまず１点目となります。 

 ２点目としまして、東京都から何か話はあったかというところでございますけれども、今回

の提案の具体的な内容を正式に確認したのは資料に記載のとおり、９月24日となりますけれど

も、これまでも東京都とは児童相談体制の充実強化に向けて協議を行ってまいりました。その
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協議の中では、東京都が都児相の管轄区域の見直しを行っていること、墨田区を管轄する児相

の再編を検討していること、墨田区を管轄する都児相を再編した際には、人口規模等の観点か

ら管轄区域に本区が含まれる可能性があること、そういった方向性は聞いていたところでござ

います。 

○委員長 中嶋委員。 

◆中嶋恵 委員 ご丁寧にありがとうございました。 

 協議はこれから進めるということだと思いますので、ぜひ墨田区との連携を図って進めてい

ただけたらと思いますので、引き続きの報告をお待ちしております。以上です。 

○委員長 ほかに。 

 髙森委員。 

◆髙森喜美子 委員 ちょっと確認したいんですけれど、この区立の児童相談所というのは、

いわゆる基礎的自治体に児童相談所を設置するというのが、これは法の趣旨だと思います。そ

れは東京都は今までずっと都府県事務でやっていた児童相談所のその仕事を自分たちがやりた

いという、そうした希望を持っていることは承知しているんですけれども、台東区として、私

は基本的には基礎的自治体として児童相談所の設置というのは、これはやるべき仕事であると

いうふうに、基本的には思っています。自民党のいろいろな政策の研修会などでも、児童相談

所の在り方についてというのはいろいろ議論がありまして、その中でも基礎的自治体において

児童相談所を設置するのは当然じゃないかというふうに私は発言もしてまいりました。 

 ただ、基礎的自治体といっても、地方も含めてそれぞれの地域でいろいろな特性がありまし

て、一概に一辺倒に、はい、基礎的自治体ですねというわけにはなかなかいかないということ

は、これは現実を見れば承知をしております。 

 今回ここに書かれているのは、この協議結果を得るまでは区の児相に関しては休止して、新

たな都立児童相談所の設置に向けた検討に注力するとなっているんですが、基本的姿勢として、

台東区としては児童相談所の設置はもうやらないと、東京都の児童相談所にそれはお願いする

という姿勢をはっきりと表明したというふうに受け取ってよろしいんでしょうか。 

○委員長 区民部副参事。 

◎田畑俊典 区民部副参事 まず、今回一旦休止ということを報告させていただきましたが、

区立児童相談所の設置を断念したというわけではございませんで、これまで区、我々も長期総

合計画に記載をしているとおり、児童相談所の設置検討というものは進めてまいりましたけれ

ども、やはり場所の問題であったり、人員確保の問題であったりといった、そういった課題も

ございまして、現在まで検討が進んでいないというような状況になってございます。 

 そういったところを踏まえまして、今回東京都のほうからこういった提案がございましたの

で、まずはそちらの検討に注力をしていきたいといったご報告をさせていただいたところでご

ざいます。 

○委員長 髙森委員。 
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◆髙森喜美子 委員 何事もなんですけれども、やらない理由というのは探せば幾らでも出て

くるわけですよ。それで、やろうとなったときには、やはりそれなりにパワーが必要で、それ

はそれなりにやろうという方向でいけば、それはそれなりの知恵も出てくれば、やり方も出て

くるというのが、これは物事の成り行きとして、結局そういうことなんですよね。 

 ここで東京都から９月24日に文書でこういう要請が来たということで話が始まったんだけれ

ども、やはり台東区としてしっかりとこの児童相談所の設置の在り方について、もう少し、今

までさんざんやってきたわけで、それの中でどういうふうに人を育て、場所を探しという今難

しいって言ったけれども、やろうと思えばできない話でもないわけで、そういう中で、今中途

半端なことになるのかなという感じはしてしまうんですよね、今の答弁だと。 

○委員長 区民部副参事。 

◎田畑俊典 区民部副参事 本日ご説明させていただいたとおり、今後協議を進めていきたい

というふうにご説明をさせていただきましたけれども、我々一番大切なことは、やはり区内の

子供たちの安全安心を確保するということであるというところは考えております。そこに向か

って、まずは今回こういった話がございましたので、東京都、墨田区と協議を進めさせていた

だきますが、その協議の中身としましては、しっかりとした連携体制を組めること、そこを目

指してしっかりやっていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長 髙森委員。 

◆髙森喜美子 委員 基本的な姿勢としては、これまでと変わらないんだというふうに今、受

け止めましたけれども、やはりそこはこれから協議次第なんだろうけれども、東京都の中で都

児相と、それから区児相が、それぞれ区の判断によってやり方がいろいろなんだというのも何

だかいかがなもんかなとは思いますが、まずは子供たちのためにどういう体制を取るのがよい

のかという点についてはしっかりと協議していただきたいと、それはお願いしておきます。 

○委員長 要望ですね。 

 秋間委員、お願いします。 

◆秋間洋 委員 今の議論を聞いていると、この本区の対応で、協議結果を得るまで休止とい

うこの休止という表現が誤解を招いているんじゃないかなと思いますね。だから、つまり、台

東区はこれ素直に読めば、もう考えていないんじゃないかというふうに読めるんですね。墨田

区と一緒の、当座はそちらに注力をするのはあれだけれど、休止ということになると、もう区

児相は断念したというふうにも取られかねない表現なので、私も髙森さんとそういう点では一

緒で、本来、私も荒川の視察をして、やはり区で児相を持つというのはすごい大事だというふ

うに思いました。 

 それは熟して、いろいろなことで準備も必要ですし、以前はうちは無理なんじゃないかなん

て思っていた時期もあったけれど、やはり今はもうそこに踏み込まなければいけないんじゃな

いかなという時期に来ていると思うんで、休止という表現はちょっと誤解を招かないかなとい

うのは心配ですけれど、それは別にこれ以上言いません。 
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 私は、今回ここに、今台東区の管轄の東京都の児童相談センター、今新宿区にありますけれ

ども、これよりも距離が近くなることにより、児童相談体制の連携強化が見込まれるという表

現があるところなんですね。これというのはメリットは何なんでしょうか。 

○委員長 区民部副参事。 

◎田畑俊典 区民部副参事 子ども家庭支援センターの職員、日々、当児童相談所の職員と連

絡を取っておりまして、その際、電話やメールでのやり取りだけではなくて、直接顔を合わせ

て複雑困難なケースの対応について協議を行うことも多々ございます。資料記載のとおり、本

区を管轄する都児相の所在地が新宿から墨田区となって、物理的に距離が近くなるということ

で、負担を少なく職員間でコミュニケーションをより緊密に取ることができるといったところ

は連携強化につながるものと、まず認識をしております。 

 また、連携強化という視点から若干異なるかもしれませんけれども、これまで区民が児相職

員の面接を受ける際というのは新宿の児童相談センターまで行くこともありましたけれども、

それが近隣の墨田区になるというところで、区民の負担軽減という観点からもメリットという

ものはあるかなと認識をしてございます。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 なるほどなと、そういう点ではね。特に最初のメリットである、職員間のや

はりフェース・ツー・フェースのやり取りというのは非常に大事なんだろうなというふうには

思います。 

 ただ、一方で、一時保護施設も多分できるでしょうから、そうなったときに逆に様々なあつ

れきなども生じる可能性も、逆に近くにあるという場合も、これもあるわけで、そういう点で

は、私はこの距離ではないんだろうというふうに思っているんですね。 

 距離も大事ですよ。だから、そういうメリットは認めつつも、やはり何といっても思い出す

のは、４歳の女の子の虐待死ですよね。このときに先ほどもありましたけれども、この検証結

果のまとめ、私また昨日、読み返してみたんですけれども、やはりこれは児相と子家センの連

携についての痛苦の教訓がもうもろもろ書かれているわけじゃないですか、これ。距離の問題

じゃないんですね、これ全部。距離の問題ではない。やはり児相がその措置をここで終了した

後、子家センとの関わり、これは児相が反省しています。逆に子家センからすれば、児相から

こちらに行ってから児相に報告、こういう問題もあると。つまり、そういう点では、この痛苦

の反省が生かされるようなことというのが何といっても距離以上に大事な問題だというふうに

思っております。 

 そういう点では、この事件以降、この後まとめが、検証結果が出た以降、都児相との関係で、

連携で、この総括というのをどういうふうに生かされているのか。これについてお伺いしたい

と思います。 

○委員長 区民部副参事。 

◎田畑俊典 区民部副参事 本年第１回定例会での本委員会におきまして、当該事例の検証結
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果を踏まえた取組の一つとしまして、児童相談所を含む関係機関との連携強化というところを

報告しております。今年度に入りまして、その連携強化に向けて子ども家庭支援センターと児

童相談センターの職員同士で打合せを行いまして、日々の連携における課題等を共有、検討し

ております。また、そのほか、当児童相談センター従事経験者をスーパーバイズとして依頼し

まして、随時相談を実施しております。 

 また、具体的な連携策というわけではございませんが、子ども家庭支援センターの職員一人

一人がこういったこと、同じようなことを二度と起こさないという気持ちを持ちまして、児童

相談所をはじめ関係機関に対しまして、子供の安全安心確保のために必要なことをしっかり伝

えるという、そういった意識をこれまで以上に強く持ったというふうに認識をしてございます。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 前向きな変化が起きているようなので、そこはさらに広げてもらうというふ

うなことを期待したいと思います。 

 今日、最初に虐待の問題が、虐待通報の問題がありました。この４歳の女の子の虐待死の問

題で、やはり暗闇になったのが６か所の保育園の転園なんですね、６か所の。で、保育所、し

かもこれがもう小刻みに２年半、３年ぐらいの間に６か所転園して、しかも認可外と認可と２

つ使い分けて、同時にね、そういう時期もあった。そこでおかしい、おかしいと、保育所はど

うも最後の保育園だけ、あざとかあのようなものが、最後から２番目か、というので、もうこ

れはというふうに思って、これがぐっとなったんだけれど、そこに対応できなかったのがあり

ました。 

 そういう点では、しかも認可外保育所を残念ながら、やはりこうかつに使っているんですよ

ね、保護者は。先ほど言った、今起きている台東区の不適切保育、私は虐待だと思いますけれ

ども、これについても認可外で起きている。認可外保育の問題でいえば、この教訓でいうと、

認可外保育施設の対応も求めているんですよ、これ、総括の中で。ただ、これって台東区は及

ばないんだよね。先ほど児童保育課長が言ったように、台東区はここに口挟んで指導するとい

うの、巡回はできても、明確な指導とか、あるいは監査というのはできないわけで、そういう

点では、ここでこう言っています。施設で本家庭の対応に困ったとき、判断に迷ったとき、連

絡すべき関係機関がどこか、また、どのような場合に連絡すべきかという理解が十分ではなか

ったということがあります。 

 そういう点では、どうしても闇になってしまう、行政が行き届かない。先ほど通報の義務だ

けは職員に課しても、実態的にはまだそれが、通報者が不利益を受けないという担保はない。

そのような中で、やはりこういうものというのが風通しよく情報が交換できるようにするため

には、やはり子ども家庭支援センターや児相と、この認可外保育所の風通しというのをよくす

るためにも、私は先ほど申し上げた巡回、これ巡回は認可外だって台東区できる権限あるんだ

から、巡回は。そういう点では、体制の強化、ここのところというのが、私は、ちょっと外れ

ちゃいますけれど、この問題とは、やはりこれが大事なところではないかなと。またちょっと

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－27－ 

重なってすみませんけれども、それだけは強調しておきたいと思います。以上です。 

○委員長 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 １点確認させてください。日本堤の子家センのほうに中央区と共同のサテ

ライトがあったと思うんですけれど、この扱いはどうなるんでしょうか。 

○委員長 区民部副参事。 

◎田畑俊典 区民部副参事 今、委員ご指摘いただいたとおり、令和３年12月から子ども家庭

支援センターの機能強化に向けた都区児童相談共同運営モデル事業を実施しておりまして、日

本堤の中に都児相のサテライトオフィスを設置してございます。こちらは中央区と一緒に行っ

ているものになっておりまして、まだ管轄のところは決定ではございませんが、東京都が提案

しているとおりの管轄になった場合には、台東区と中央区、別の管轄になりますので、このサ

テライトの形で進んでいくというのは難しいのかなと現時点では考えております。 

 ただ、今後協議をさせていただいていく中におきましては、先ほども申し上げたとおり、子

供たちの安全安心確保に向けて連携強化というところでは、現在、台東区にサテライトがある

ということを踏まえて東京都とは検討を進めていきたいと考えてございます。 

○委員長 大浦委員。 

◆大浦美鈴 委員 承知いたしました。 

 また進捗などを適宜教えてください。お願いいたします。 

○委員長 大浦委員、よろしいですか。 

◆大浦美鈴 委員 はい。 

○委員長 ちょっと私から一言だけ、すみません。今質問ありました、そのサテライトについ

てなんですが、実際今まで、これまで培ってきたノウハウ等々があろうかと思います。実際、

児相というのは子供の命を守る最後のとりでになりますので、決してこれまでの蓄えた知識や

その他は無駄にならないように、ぜひご検討いただければなと、ご尽力いただければと思いま

す。一言だけ沿えさせていただきました。 

 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、コンビ株式会社との連携協定の締結について、保健サービス課長、報告願い

ます。 

 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 それでは、コンビ株式会社との連携協定の締結についてご説

明いたします。資料３をご覧ください。 

 項番１、目的です。育児用品メーカーとして国内トップクラスにあるコンビ株式会社がこれ

まで培ってきた安全安心な育児用品開発のノウハウ、育児に関する知見などを活用し、相互に

連携・協力することにより、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の充実を図るもので

す。 
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 項番２、協定の締結先は、コンビ株式会社で、本社は台東区です。 

 項番３、協定の主な内容です。（１）連携の範囲は、妊娠・出産・育児の知識普及に関する

こと、その他妊娠・出産・育児に関することです。 

 （２）事業を効果的に実施するために、定期的に協議を行うものとします。 

 （３）協定の有効期間は令和９年３月31日までとし、その後、自動的に１年ごとに更新され

るものとします。 

 なお、別紙に協定書（案）を添付していますので、後ほどご確認ください。 

 項番４、主な実施事業です。（１）子育て情報コーナーにおける普及啓発は、台東保健所及

び浅草保健相談センターのゆりかご・たいとう面接実施会場における展示内容について、より

具体的に出産後のイメージが持てるよう、コンビから最新の育児や育児用品に関する情報、映

像コンテンツの活用などに関する助言をもらい、情報提供の充実を図るものです。 

 （２）妊娠・出産・育児に関する講座の案内は、ゆりかご・たいとう面接などの機会を捉え

て、コンビが実施する講座を案内するものです。現在、区ではハローベビー学級などを実施し

ていますが、やむを得ず参加できない方などに対し、必要に応じて区では実施していないオン

ライン講座などを案内することにより、より幅広い普及啓発を図りたいと考えています。 

 （３）保健師との情報交換の実施は、区の保健師とコンビの講座を担当する講師とで、育児

に関する最新の話題、ベビーグッズの安全な使い方などに関する情報交換会を実施します。こ

れにより、区の職員の知見や知識の向上を図り、妊娠・出産・育児に関する区の取組をより効

果的なものにしていきたいと考えています。 

 項番５、今後の予定は、令和８年１月に協定を締結し、順次事業を開始していきます。 

 説明は以上です。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 中澤委員。 

◆中澤史夫 委員 昨日、実は松尾委員と一緒に台東保健所のほうのコーナーも見させていた

だきました。実際ベビー用品を並べて展示をしてあるというところなんですけれども、どうし

ても物、いわゆる哺乳瓶とか、そういう立て分けで置いてあるだけで、なかなか見ただけでは

分かりづらいというか、物があるんだなという感じにしか何となく印象的に残らなかったんで

すけれども、今回コンビさんが入るということで、もう少しポップをつけるとかして、もうち

ょっと丁寧に展示ができるようにしていただければなというのは、多分書いてあるのでやって

いただけると思うんですけれども、ただ、場所がどうしても限られているので、いろいろなも

のが一辺倒に置いてあるという感じがあるので、例えば妊娠体験ができる、おなかにつける、

こういうものとか、そういうのもぽっと置いてあるだけなので、・・・・おなかですね、すみ

ません、それもしっかりと展示はしてあるのですけれども、もうちょっと分かりやすく、例え

ば体験してみませんかみたいな感じでやってあると、お父さんが来たときにつけてみたりとか

してできるのかなと思いますので、その辺はコンビさんの力を得ながら進めていっていただき
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たいなって思います。 

 あと、そのオンラインで、しっかり台東区でやっていない部分もあるので、そういう面では、

そういうところも協力していただきながら、しっかりと進めていっていただければなと思いま

す。よろしくお願いします。以上です。 

○委員長 ほかは。 

 答弁ございますか。今のは要望。 

 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 子育て情報コーナーに関しましては、今、委員がおっしゃっ

たような印象を私も個人的にも持っておりますので、今回の連携の機会に、この展示の内容に

ついてはきちんと改善を図っていきたいというふうに考えております。以上です。 

○委員長 では、本目委員。 

◆本目さよ 委員 コンビ株式会社さんは子会社のコンビウィズさんとも台東区との関係は長

くて、2020年の子連れの施設の整備、ガイドラインの策定にも一緒にやってもらったりとか、

2023年の段ボールベッド150床を寄贈してもらったりとか、６年以上、何か話を聞くともっと

前からいろいろ連携していたりというのを聞いています。コンビ社さんとは2023年の段ボール

ベッド寄贈を担当につながせていただいたりとか、私自身も関わりがあって、せっかく母子向

けの企業の本社があるので、全面的に台東区と連携していただいて、こどもまんなかを共に推

進していただきたいし、あとは官民連携というところも我が会派は会派としても、もう全力で

推してきたので、こうして個別の連携協定が上がってきたことは喜ばしいと思う。そこは前提

条件があって、幾つかちょっと質問させていただきたいと思います。 

 ただ、今回報告される協定内容の中で、実施されることというのが３項目のみというふうに

薄くて、ＷＨＯコードと呼ばれる母乳代替品のマーケティングの国際基準、ご存じですかね、

との整合性にも懸念があります。幾つか質問させていただきたいんですけれども、今、育児グ

ッズのコーナー、子育て情報コーナーの話がありましたが、協定の中でやることにおいて、そ

この記載があるけれども、そもそも保健所内に企業製品の育児グッズ展示コーナーって必要な

んですかね。何か本来の保健所の役割は、母子保健や相談支援であって、商品展示を行う必要

性は、必然性は高くないと考えるんですけれども、情報提供が目的であれば、パンフレットか

ウェブとかでいいんじゃないかなというふうに思うんですが、この展示の意義、いつからやっ

ていて、どんなふうに整理しているのか、そこの展示の意義、ぜひ教えていただきたいと思い

ます。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 こちらの子育て情報コーナーにつきましては、平成28年度に

ゆりかご・たいとう面接を開始した際に設置したものでございます。こちらでは妊婦の方やパ

ートナーの方がいらっしゃいますので、そちらの方を対象に、出産後のイメージを持っていた

だくという目的で設置しております。実際、現状におきましても面接の前後で展示物をご覧に
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なっている様子も見受けられ、また、面接の場面で実物を見せてご説明する、そして、ツール

の一つとして活用させていただく場面もございます。 

 そういったことから、現状必要なものであるというふうには考えております。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 現物の何を見せているのかなというのはすごい気になるので、後でそれも

教えていただきたいんですけれど、先ほどＷＨＯコードに整合性に疑問があるというふうに言

ったのは、ＷＨＯコードというのをちょっと説明させてもらうと、母乳育児を不当に阻害しな

いために、母乳代替品、ミルクとか哺乳瓶とか乳首とかの商業的宣伝を制限する国際基準なん

ですね。特に重要なのは第６条で、保健施設を企業のマーケティング目的では利用してはなら

ない、保健施設内での対象製品の展示、宣伝をしてはならない、企業が作成した資料、ポップ、

映像等を掲示してはならないというふうに規定があるんですよ。哺乳瓶は対象製品に該当する

んですけれども、今朝もここ、役所来る前に保健所の育児グッズコーナーを確認したんですけ

れども、もう既に哺乳瓶展示を、２種類ぐらい展示されていまして、これなど第６条３項の保

健施設内展示禁止に抵触する可能性が高いと思うんですけれども、その辺についてどう認識し

ていますか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 ただいま委員のおっしゃったとおり、哺乳瓶や人工乳首等の

母乳代用品については、世界保健機関が母乳代用品のマーケティングを規制する国際基準を設

けており、製造業者や流通業者、政府や団体、保健医療従事者などが対象となっていることは

認識しています。また、この基準においても母乳代用品を必要とする方がそれを適切に使用す

ることは認めていると認識しています。母乳育児をしたくてもできない方にとって、母乳の代

用品の使用は欠かせないものであることから、製品のプロモーションにつながることがないよ

う配慮しつつ、母乳と母乳代用品、どちらについても適切に情報提供していく必要があると考

えています。 

 ただ、展示の方法等については今後改善も検討してまいります。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 先ほどの、すみません、何見せているのというのも。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 具体的にご説明した例について、ベビーバス、沐浴の仕方に

ついて教わりたいという申出がありまして、ベビーバスにてちょっとご指導をした例があると

いうことでございます。以上です。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 ありがとうございます。 

 必要がある方がミルクを使うのも、もちろんいいですし、ただ、展示をする必要があるのか

とか、展示の方法については検討するということだったので、まあまあそこはというところで、
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ただ、展示禁止は展示禁止なんだよねというところはちょっと気になっているところです。生

まれる前から哺乳瓶をわざわざ展示することで、生まれたらこれを買わなければいけないんだ

なって思っちゃわないような展示の仕方、もし本当にするとすれば、そこはお願いしたいなと

いうふうに思います。 

 あと、協定項目については、協定項目というか、やる項目ですね、３つの実施項目について、

先ほどの国際基準上問題はないんでしょうか。今回の協定は企業商品の展示、あと企業作成の

アドバイスポップ掲示、動画コンテンツをとか、企業オンライン講座の紹介が含まれているけ

れども、その辺も販売も、販促目的だかどうかじゃなくて、中立性の確保のため一律禁止され

ていると思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。 

 あと、もう一つ、ついでに。あと、特定企業に限定して製品展示や情報発信を行うことは、

ほかのメーカーとの公平性をどのように担保するのか。ここすごい重要です。これは官民連携

を進めていく上で非常に重要なポイントなので、ここも答えていただければと思います。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 子育て情報コーナーの展示については、主に妊娠時の面接を

受けられた方に、出産後の生活のイメージを持ってもらう目的で設置しています。赤ちゃんの

重量を体験できる人形のほか、育児用品も展示していますが、購入を促す目的ではなく、具体

的なイメージを持っていただくためのツールと考えております。現在でもコンビ以外の会社の

製品も展示しており、今後改善しながらですが、本来の展示目的に沿った形で各社の製品を展

示したいと考えています。特定企業の製品を推奨していると受け取られないように配慮はして

まいります。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 どういうふうに配慮するんですかね。何かコンビさんにアドバイスいただ

くということで、だってコンビさんにアドバイスいただいたら、コンビの推している商品、強

い商品は展示するけれど、例えばほかの会社さんが強い商品については、もちろんコンビさん

にはアドバイスをもらえないと思うんですよ。でも、役所内で最新のグッズに更新がなかなか、

今すごい勢いで育児用品バージョンアップされているので、そういう意味でついていけないと

いうのはもちろん分かるところなんですけれど、そこをほかの会社さんについてはどうやって

やるんですか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 繰り返しになりますが、こちらの展示は商品をご紹介する目

的ではありませんので、展示の目的に沿った形で各社のものを展示していきたいというふうに

考えています。 

 また、展示の物品が直近で市販されているものとかけ離れてしまうと展示の目的達成できな

い可能性がありますので、そこはコンビさんに限らず適宜最新のものに更新する必要はあると

いうふうに考えているところです。以上です。 
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○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 なので、だからどうやってほかの会社のものは最新のものにするんですか。

コンビさんはやってくれると、アドバイスしてくれる。ほかのところはどうやってやるのかと

いうところを、協定結ぶんですかね。ほかのところも協定結ぶ、教えてください。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 あくまでこの情報コーナーは区が管理するもので、展示する

ものについても区の職員が内容を決めて展示を行います。その過程で、コンビのほうから助言

はいただきますけれども、その助言を基に、区のほうでも知見を高めて、きちんと展示の目的

に沿うような形で展示をしたいというふうに考えています。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 ここちょっとね、大分言ってもなかなか伝わらないのかなという気はしま

すけれども、ぜひほかの企業にも最新のものを提供してもらうだったりとか、アドバイスもら

うだったりとか、そこは担保していただかないと、今後のせっかく進めたい官民連携にけちが

ついてしまうんですよ。そこは重々承知していただきたい。 

          （発言する者あり） 

◆本目さよ 委員 はいはい、ちょっとやめといてください。やったほうがいいと私は思って

いるので、そこは公平性だったりとか、特定の企業を推すような形にはしてほしくないなって

思っています。 

 さらに、オンライン講座ご紹介するって、ベビーグッズの選び方とかって書いてありますけ

れども、これコンビさんのサイトとかを拝見したら、基本ね、当たり前ですけれど、コンビさ

んの製品を使ってのオンライン講座なわけですよ。なので、販促のためにもちろんコンビさん

はやっているので、そこをさすがに役所が紹介したらまずいんじゃないかなという気はしてい

るというところも指摘はしておきます。 

          （発言する者あり） 

◆本目さよ 委員 いやいや、そこは、しかもね、クーポンがついてくるんですよ、コンビの

ね。 

○委員長 どうぞ、まとめましょうか、すみません。 

◆本目さよ 委員 はい、まだ続いていますけれども、はい。同じこと聞いていないですから

ね、委員長。 

○委員長 はい。 

◆本目さよ 委員 最後ですね、先ほど言ったように、過去にも連携してきたと。多分保健サ

ービス課だけじゃなくて、ほかの課で、危機・災害対策課とか、あと施設課とか、子育て・若

者支援課とか、少なくとも私が知っているだけでこの３課は関係しているんですけれども、他

社との協定だと、ライオンさん、大塚製薬さん、メトロさんとか、複数部署が関わって、講座、

セミナーだと区民メリットも大きい、包括連携になっているんですけれども、一方の今回のコ
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ンビの協定でやることって書いてあることに関しては、ただのコンビさんの優遇政策にしか見

えないんですよ。何でこんなもったいないことするんですか。せっかくこれまで各部署関係を

築いてきたじゃないですか。何でこんな薄い内容になったか。だって、これからだって施設の

ガイドラインも更新しなければいけないというときに、協力したりするんじゃないですかね。

その辺ぜひ、なぜこんな限定された内容になったのかを伺いたいと思います。 

○委員長 これは課長で大丈夫ですか、部長、答えますか。いいですか、じゃあ、課長、行き

ましょうか。 

 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 こちらの内容ですけれども、コンビ株式会社さんからのご提

案も当然、失礼しました、保健サービス課としては先ほども申し上げたような子育て情報コー

ナーの展示についての課題を抱えております。その課題を中心に、今回はその課題を解決する

体制をつくるということを主眼に連携協定を結びたいということで考えているところです。 

 ただ、今後、協議を重ねて、まずは今のこのご説明している取組をしっかりと進めていって、

成果を上げて実績を積み上げる中で、ほかの分野の事業展開にもつなげていきたいというふう

に考えているところでございます。 

○委員長 ちょっと待ってください。部長、今の答弁でよろしいですか。 

 健康部長。 

◎水田渉子 健康部長 そのとおりで、包括連携協定を否定するものではなく、まずは保健サ

ービス課で子育て関係の連携をしながら、また、危機管理ですとか、子育てのほうに広げてい

けるように考えていきたいと思います。以上です。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 今までやっていなかったらその答弁でいいんですよ。だけれど、今までや

っているのに、これから広げていくってどういうことみたいな、さらにコンビ社さんから伺っ

たんですけれど、当初ハローベビー学級の拡充だったりとか、男性育休レッスンとか、防災用

品の優先提供とか、保健師の研修も協力ももちろんそうだし、北上野福祉施設での協力とか、

いろいろなご提案いただいているのに、こちらで来た、今のところはねというところなので、

もう何かどうなのかなというところで、包括連携協定を結んでほしいと、こどもまんなか進ん

でほしいのに、何でこんなちっちゃいところで、本当初めてじゃないかな、２回目ぐらいです

けれど、でも聞きおくと言いたいほどのレベル感なんですよね、この連携協定の見直し。しか

も、ＷＨＯコードにも違反しているんじゃないかみたいなところもあるし。これ、さすがに協

力関係そのものは大きな可能性があるので、包括連携協定にできませんか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 ご指摘の内容で、実施事業が小さく見えるということでござ

いますが、いわゆるスモールスタートで速やかに成果を上げて、実績を積み上げる中で、さら

に事業展開を検討していきたいと考えています。 
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 その上で、他の分野の取組について、項目として上げられるものが出てきましたら、庁内で

調整の上、包括連携協定も視野に、改めてコンビと協議させていただきます。 

○委員長 本目委員。 

◆本目さよ 委員 最後にしますけれど、じゃあ、だって出てきたらって、あるんですよ、も

う。あるのに何でやらないのという話なので、ぜひもう本当早急に、ぜひ子ども家庭部もでき

ることですし、そういったところと一緒にどどんとというか、むしろ何かこんなちっちゃく始

めているんだったら、ちっちゃく連携だけ始めておいて、連携協定は包括協定でどどんとやれ

ばよかったんじゃないかなというふうに思っているのと、あと、包括連携協定をもしちゃんと

進めていただけるとしたら、ぜひＷＨＯコードの遵守及び母乳育児保護の推進の姿勢を協定文

にもそこはきちんと明記をすべきだというふうに思っているので、ぜひここはお願いをしたい

と強く要望しておきます。以上です。 

○委員長 要望で、はい。 

 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 別に私、何も聞くつもりなかったんだけれども、本目さんがあそこまで言う

と、私はちょっと一言言わなければいけないなというふうに思います。 

 私は本目さんの言うことは分かる部分というのがあります、率直に言って。非常に官民連携

と言いながら、実態的には随意契約的な部分を区の事業でやっていくみたいな、そういう一部

を、本来であれば一つ一つ委託に関しては入札でちゃんとやっていかなければいけないものを、

そういう意味で、これが入り口になってしまうみたいな、そんなのというのは私は反対である

と。だから、包括って言うと分かりやすいけれど、担保でいえば根抵当と、抵当権みたいなも

んだよね、率直に言うとね。 

 だから、そういうことであって、やはり全部逆に言ったら支配されるわけですよ。この間で、

ちょっと１個だけ質問いいですか。 

○委員長 はい。 

◆秋間洋 委員 どういう経過で、コンビのほうがこのような連携協定を望んできたのか、そ

れとも区のほうからアプローチしたのか、その辺のところはどうなんですか。 

○委員長 保健サービス課長。 

◎塚田正和 保健サービス課長 ちょっと重複しますが、保健サービス課では今回の子育て情

報コーナーについて、より効果的な啓発ができないか、もともと課題認識を持っていたところ

です。その中で、昨年度、コンビ株式会社から講座実施のご提案などいただき、区の課題を共

有しながら協議させていただく中で、今回の連携協定に至ったところでございます。 

 例えばご提案の中では、講座の実施などもございましたが、そこについては有償でというよ

うなお話もあり、有償であれば連携協定によらず入札で契約することも可能というふうに考え

ています。そのような観点で、ご提案内容も検討させていただき、現時点でコンビ株式会社な

らではのノウハウを区の施策に活用できると判断できる内容をまとめたところでございます。
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以上です。 

○委員長 秋間委員。 

◆秋間洋 委員 何か私も本目さんの意見に賛同しそうになってきたな。 

 そういう点では、包括には反対だけれど、だけれど今のでいうと、極めて具体的でね、逆に

言ったら、何で狭めてしまうんですかというんじゃなくて、極めて企業利益が前面に出てくる、

そういうものと、あと、公の部分での仕切りというか、公の部分の節操というか、その辺のと

ころで、官民連携というのは全面的に否定するものじゃないけれど、企業側というのは株主の

利益を考えれば、利益を出さなければいけない。そこまで投資だとか、自治体とやらなければ

いけないのかって、今はやっていますけれど、どこの会社も、でも、そのようなものなのかな

というのは、意見としては、だからこれはこれで私は認めますけれども、しかしやはりチェッ

クをしていかないと、いつの間にか何か行政はどこに行ってしまうのかということにならない

のかというのは心配しています。以上です。 

○委員長 木村副委員長。 

◆木村佐知子 副委員長 今回のご報告ありがとうございます。私も担当者の方と相談などを

お受けしましたので、今回こういった形に至ったこと自体は評価させていただきたいと思いま

す。 

 それで、今いろいろな委員から懸念点のご質問があって、確かにそうだなと思う部分はあり

ましたけれども、ただ、全体的な方向性として、コンビさんが何で、私も相談を受けましたし、

今回すんなりと話になったかというと、やはり区内の事業者さんで、本目委員もおっしゃった

ように、今までの貢献の実績もあるというようなことが評価されたんだと思っております。そ

れを今回たまたまこの保健サービス部の連携協定という形で結実しましたけれども、今後はそ

の包括になるのか分かりませんけれども、別の形の例えば危機・災害課との連携ですとか、い

ろいろな可能性が考えられるわけで、私はそういう方向性自体は間違ってはいないと思うんで

す。区内の事業者さんの知見を生かして、区の事業へ役立てていくと。 

 なのであるんですが、いろいろ厳しいご意見もありましたけれども、私としてはそういう区

内の事業者さんを振興するみたいな役割も考えながら考えていっていただければよろしいんじ

ゃないのかなと思います。振興とか言うと何ですか、優遇って言われるんですか。優遇にはな

らないって先ほど課長からも答弁がありましたので、それの揚げ足を取らないでいただきたい

んですけれども、そういう法の範囲というか、可能な範囲でやるというふうにおっしゃってい

て、それが結果的に区内の事業者さんに後押しになればいいなということで、何か初めから優

遇する目的というわけではないと思うんですけれどもね。 

 なので、私が言いたいのは、そういう産業振興の考え方も考えながら、もっと柔軟に考えて

いただきたいと、最初から駄目というんじゃなくてということが言いたかったです。今回の協

定の締結については、私は一つのステップとして、最初から完璧じゃないかもしれませんけれ

ども、評価させていただきたいと思います。意見です。以上です。 
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○委員長 意見ですね。 

 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、柳橋二丁目における民設こどもクラブの開設について、放課後対策担当課長、

報告願います。 

 放課後対策担当課長。 

◎別府芳隆 放課後対策担当課長 それでは、教育委員会の２、柳橋二丁目における民設こど

もクラブの開設についてご説明いたします。資料５をご覧ください。 

 項番１、概要です。本年第１回区議会定例会本委員会でもご報告しましたとおり、今後の需

要の増加が見込まれる地域におけるこどもクラブの拡充として、台東育英小学校の児童が利用

できる地域に民設こどもクラブを１か所誘致した結果、申請があり、提案に対する審査を通過

したため、来年度、令和８年４月から事業を開始してまいります。 

 項番２、開設施設です。名称はキッズクラブ柳橋、定員は40名としております。所在地は台

東育英小学校の学区で、地図に示す場所でございます。台東育英小学校からは約470メートル

に位置し、児童の足で約徒歩７分程度になるかと思われます。運営事業者は特定非営利活動法

人三楽でございます。当該法人は、国や区が法令で定める学童クラブの運営実績として全国で

111か所を運営しています。台東区でも蔵前小学校区に１か所、キッズクラブ蔵前として運営

しております。 

 続いて、２ページをご覧ください。項番３、審査結果です。10月に応募書類及びプレゼンテ

ーション、ヒアリングの内容を審査いたしました。公設のこどもクラブと同様に、得点率が合

計得点の７割以上で通過としております。 

 （３）審査委員は、資料記載のとおりです。 

 （４）審査結果です。表の下から２行目に記載のとおり、600点満点中466点、得点率が

77.7％となり、通過としております。 

 項番４、今後の予定です。令和８年４月からの事業運営開始となります。 

 説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 なし、はい。 

 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、放課後子供教室の実施時間の延長校の拡大について、放課後対策担当課長、

報告願います。 

 放課後対策担当課長。 

◎別府芳隆 放課後対策担当課長 教育委員会の３、放課後子供教室の実施時間延長校の拡大
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についてご説明をいたします。資料６をご覧ください。 

 初めに、項番１、概要でございます。保護者の方から時間延長についてのご要望をいただく

中、各小学校周辺のこどもクラブの需要及び整備状況を考慮し、来年度４月より新たに５校で

放課後子供教室の終了時間を18時まで延長します。 

 なお、現在、小学校全19校中17校で放課後子供教室を実施しておりますが、資料最下段の参

考に記載のとおり、既に５校において実施時間を延長してございます。 

 次に、項番２、実施校でございますが、表記の根岸、黒門、蔵前、東浅草、金竜の５校とな

ります。 

 次に、項番３、選定理由でございます。令和７年４月時点で、通学区域内に利用希望が多い

こどもクラブが存在する、または通学区域内にこどもクラブが存在していないことなど、資料

記載の３点でございます。 

 最後に、項番４、今後の予定です。本委員会終了後、保護者周知を図ってまいります。 

 ご説明は以上になります。よろしくお願い申し上げます。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 選択肢が増えることはすばらしいなと思うんですけれども、改めて児童館

と放課後子供教室のすみ分けだったり、違いだったり、区としての方向性があれば教えていた

だきたいです。 

○委員長 放課後対策担当課長。 

◎別府芳隆 放課後対策担当課長 ご質問の児童館と放課後子供教室の主に施設、事業の意義

といいますか、目的でございますが、児童館につきましては０歳から18歳までのお子さんにつ

いて、遊びを通じて情操育成ですとか、または児童館自体が地域の子育て支援の拠点となって

ございます。幅広くお子さんたちを受け入れているという状況でございます。 

 放課後子供教室につきましては、当該の小学校において様々なプログラムを実施することで、

体験、経験を得ることができる事業と認識をしてございます。それぞれ幅広く受けている児童

館と、または放課後子供教室のように当該小学校でのプログラム実施と、また目的が違うとい

う施設だと考えております。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 ご説明ありがとうございます。 

 そうですね、それぞれ違いがあって、それを児童や保護者の方が選択されているとは思うん

ですけれども、最近児童館の職員さんからお聞きするのが、昨年度と比べて今年度、利用人数

がかなり減ってしまっているというところで、いろいろな理由があるとは思うんですけれども、

放課後子供教室のいわゆる工作内容と、児童館の工作内容が結構被っていることが多かったと

いう話も聞いております。今まで児童館でかなり人気だった工作が、最近ではちょっとやりた

いと要望される子供が少ないということもお聞きしています。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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 その一方で、児童館と放課後子供教室のいわゆる連携だったりとか協議というのはされてい

るのか、教えてください。 

○委員長 放課後対策担当課長。 

◎別府芳隆 放課後対策担当課長 今、委員ご指摘の児童館の利用者数が減っているというこ

とについては、６年度の時点でコロナ前の児童館の来館者数に戻っているというふうに認識し

ています。ですので、一旦コロナで利用者数が減りましたが、コロナ前に戻っていると、６年

度の時点ですね、考えております。７年度については、直近の状況を委員、伺ったのかなとい

うところもあるんですが、年度全体としてどういった推移になるかというのは、この後、年度

を締めて、状況によるとは思いますが、今の時点で我々としては児童館の利用者数が減ってい

るという認識はないところです。 

 連携ということなんですが、放課後子供教室では、毎月の定例会だったり、あとは来年度、

本年度の運営の課題ですとか、来年度に向けてこうしたほうがいいんじゃないかというような

協議体を学校、あるいはＰＴＡの方等に入っていただいて、あと運営事業者と我々のほうと入

って運営している場がありますが、そこに全児童館ではないにしても、対象の児童館が入って、

情報連携等をしている会議体がございます。そういったところでコミュニケーションを取りな

がら、実際に児童館と放課後子供教室で、例えばこんな合同行事ができたらいいねとか、そう

いったアイデアなどの交換もさせていただいているところでございます。ですので、そういっ

た場を通じて、そこだけではないですが、通じて合同事業ですとか、児童館の方向性、放課後

子供教室の方向性とか、意見を交換しているところでございます。 

○委員長 吉岡委員。 

◆吉岡誠司 委員 ありがとうございます。 

 今年度の利用人数に関してだったので、ごめんなさい、失礼いたしました。先ほどのいわゆ

るお互いに足りないところを補いながら、一緒に協力して子供たちを見守れるように、引き続

きお願いいたしたいと思います。要望で終わります。以上です。 

○委員長 中嶋委員。 

◆中嶋恵 委員 報告ありがとうございます。 

 放課後子供教室の実施時間の延長校の拡大ということで、大変助かります。私は以前に一般

質問でもさせていただいた放課後子供教室なんですけれども、地域の方によく聞かれるのが、

田原小について、田原小に通っている子が放課後子供教室に通えない相談というのをされてい

るんですけれども、大規模改修の予定が令和12年度までにということで、先日区民文教でも報

告がありましたけれども、改修内容に関しての未定ということなので仕方ないことなんですけ

れども、金曽木小は改修して９年度から放課後教室も行うということでいいんですけれども、

田原小の子供にはこどもクラブとか、児童館とかにも加えて、ほかにもご案内をしている内容

とかを教えていただけますでしょうか。 

○委員長 放課後対策担当課長。 
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◎別府芳隆 放課後対策担当課長 委員ご指摘のとおり、田原小学校につきましてはホームペ

ージ上でも今未定ということでお知らせをしているところでございます。田原小学校の保護者

の皆様について、我々で居場所としてご案内するとすれば、こどもクラブ、それから近くにあ

りますのが寿児童館内のこどもクラブが第１と第２がございます。それから、寿児童館自体の

ご利用ですね、もしくは一般利用等ランドセル来館等をご案内しております。また、ファミリ

ー・サポート・センターですとかベビーシッターの活用などもご検討いただくことになるかと

思います。 

○委員長 中嶋委員。 

◆中嶋恵 委員 分かりました。 

 どうしても田原小だけがないから困るという意見が以前からありますということだけはこち

らでお伝えしておきますが、改修も未定のままで、地域の方が不安に思うことも多々あると思

いますので、引き続きの区の支援をお願いしたいと、こちらは要望でお伝えしておきます。以

上です。 

○委員長 ほか、よろしいですか。 

          （発言する者なし） 

○委員長 それでは、ただいまの報告については、ご了承願います。 

 理事者からの報告は、以上であります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 案件第６、子育て及び若者支援について、その他ご発言がありましたら、どうぞ。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 おはかりいたします。 

 案件第６、子育て及び若者支援については、重要な案件でありますので、引き続き調査をす

ることに決定いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 以上で、案件の審議を終了いたしましたので、事務局次長に委員会報告書を朗読さ

せます。 

 なお、年月日、委員長名及び議長名の朗読については省略いたします。 

          （櫻井議会事務局次長朗読） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 これをもちまして、子育て・若者支援特別委員会を閉会いたします。 

          午後 ０時００分閉会 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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